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「愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針」の第 10 回変更箇所 

2020 年 11 月 20 日(金) 

該当ページ 旧 新 

1 ページ 

県民・事業者の皆

様へのメッセージ 

【「『厳重警戒』第３波に入り、

県民・事業者の皆様へのお

願い」の追加】 

厳重警戒 第３波に入り、県民・事

業者の皆様へのお願い 

県内の感染状況は、第２波が落

ち着きを見せ、９月 18 日から「警

戒領域」で推移してきましたが、10

月下旬から新規感染者数の増加が

始まり、接待を伴う飲食店、職場や

大学などでクラスターが相次いで

発生し、21 日に 30 人台、28 日に

50 人台、11 月７日に 110 人台、14

日には 150 人台、本日過去最多の

219 人に達するなど、大変厳しい状

況が続いています。 

季節性インフルエンザの同時

流行も懸念される「この冬」を、し

っかりと乗り越えるため、県では、

新たな受診・相談体制を整備した

ところでありますが、県民・事業者

の皆様には、第３波に入ったとの

認識の下、「厳重警戒」として、以

下の感染防止対策を徹底していた

だきますようお願いします。 

①基本的な感染防止対策の徹底 

○「感染しない、感染させない」

を徹底して下さい。 

○日頃から、３つの密が発生す

る場所を徹底して避けるとと

もに、マスクの着用、手洗い、

消毒など、基本的な感染防止

対策を徹底してください。 

○特に、飲食を伴う懇親会など、

別紙１の「感染リスクが高ま

る５つの場面」では、感染防止

対策の徹底をお願いします。 

さらに、年末年始は飲酒や会

食の機会が増えることから、別

紙２の「感染リスクを下げなが

ら会食を楽しむ工夫」を実践し

ていただくようお願いします。

○大人数での会食や宴会は控
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え、カラオケやイベント、スポ

ーツ観戦などでは、大声を出

す行動を控えてください。 

○冬季においては、別紙３の「適

切な室内環境を維持するポイ

ント」を活用し、適切な温度・

湿度等を保ちつつ、十分な換

気を行って下さい。 

○発熱等の症状が出たときは、

まずは、かかりつけ医等の地

域の医療機関や、保健所に設

置された「受診・相談センタ

ー」等に電話相談の上、県が指

定した「診療・検査医療機関」

を受診してください。 

○接触確認アプリＣＯＣＯＡ

を、県民・事業者の皆様、オール

愛知で活用し、検査の受診など

保健所の早期サポートにつなげ

て下さい。 

②感染拡大予防ガイドライン等の

徹底 

○全ての施設で、業種別の感染

拡大予防ガイドラインや県の

感染防止対策リストを遵守

し、感染防止対策の徹底をお

願いします。 

○事業者は、「安全・安心宣言施

設」ステッカーを掲示し、利用

者に施設の安全性と感染防止

対策への協力を呼び掛けて下

さい。 

○利用者は、ステッカー掲示施

設など安全な施設を利用し、

感染防止対策の徹底に協力を

お願いします。 

③高齢者等への拡大防止 

○重症化しやすい高齢者、基礎

疾患のある方々、妊婦に配慮

し、これらの方々も、感染リス

クの高い施設の利用を避けて

下さい。 

○特に、高齢者の方が多く利用

する施設等では、高齢者を守
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る８つのポイントを遵守し、

感染防止対策の徹底をお願い

します。 

④年末年始における感染防止対策

の徹底 

○年末年始の時期は、人の移動

が集中し、感染リスクが高ま

るので、感染症が拡大するこ

とのないよう、帰省や旅行の

分散に協力をお願いします。 

事業者におかれても、従業員

の休暇の分散取得に協力をお

願いします。 

○「体調の悪い方」は、帰省や旅

行を控えましょう。また、帰省

先や旅行先で体調が変化した

場合は会食や外出・観光は控

え、感染拡大防止のためにそ

の地域の保健医療当局に協力

して下さい。 

○感染が拡大している都市域へ

の移動に際しては、自覚を持

って適切な行動をお願いしま

す。 

○クリスマス、大晦日、初日の出

など、多数の人が集まる「季節

の行事」に参加する場合は、人

と人の距離の確保・マスクの

着用・手指衛生・大声での会話

の自粛など、「基本的な感染防

止対策」を徹底して下さい。 

○公道など、主催者がいない場

所で、不特定多数の人が密集

し、大声等の発生を伴う行事、

パーティー等への参加は控え

て下さい。 

○街頭や飲食店での、大量また

は長時間・深夜にわたる飲酒

や、飲酒しての季節の行事へ

の参加は、なるべく控えて下

さい。 

○家族同士で自宅で過ごす、オ

ンラインのイベントに参加す

るなど、新しい「季節の行事」
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の楽しみ方を検討していただ

くなど、工夫をお願いします。

別紙１～３及びパネル（記載省略）

20 ページ 

１．これまでの経

過 

【これまでに実施した緊急事

態措置の経過に「厳重警戒」

移行を追加】 

11 月 19 日（木） 県内の感染状況

が「警戒領域」から「厳重警戒」に

移行/第３波に入り県民・事業者の

皆様へのお願い 

24 ページ 

３．個別対策ごと

の実施方針 

（２）県民・事業者

の皆様へのお願

い 

１）「新しい生活

様式」の定着 

【適切な室内環境を維持する

ポイントを追加】 

・冬季において、通常の換気（定期

的な窓開け換気）では適切な室

内環境（温度・湿度等）を維持で

きない場合には、資料４「適切な

室内環境を維持するポイント」

を参考に、室内環境に留意しな

がら、十分な換気を行ってくだ

さい。 

27 ページ 

５) 催物（イベン

ト等）の開催 

【イベント開催制限の適用期

間の延長】 

④段階【９月 19 日～11 月末】 ④段階【9月 19 日～2021 年２月末】

同上 【人数上限の目安にイベント

開催時に必要な感染防止策を

追加】 

以下の人数要件と合わせて、実

際のイベント開催に際しては、資

料７中「イベント開催時の必要な

感染防止策」に留意の上、実施して

いただきます。

同上 【参照する参考資料番号・資

料名称の変更】 

注）資料６中「収容率及び人

数上限の緩和を適用する場

合の条件について」に合致

し、「感染防止のチェックリ

スト」に記載の感染防止対

策の履行が確認できること

が必要です。 

注）資料７中「収容率及び人数上

限の緩和を適用する場合の条件に

ついて」に合致し、「イベント開催

時の必要な感染防止策」に記載の

感染防止対策の履行が確認できる

ことが必要です。

28 ページ 【収容率の上限を１００％と

する条件の一部変更】 

・これまでの開催実績を踏ま

え、マスクの着用を含め、

個別の参加者に対して感染

防止対策の徹底が行われる

こと。 

・これまでの開催実績を踏まえ、マ

スクの常時着用、飲食制限等を

含め、個別の参加者に対して資

料７中、「イベント開催時の必要

な感染防止策」に記載した対策

の徹底が行われること。 

同上 【飲食を伴うがイベント中の

発声がないイベントの取扱い

を追加】 

飲食の取扱いについては、マス

クの常時着用を担保するため、食

事を伴うイベントについては、「大

声での歓声、声援等がないことを
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前提としうる場合」には該当しな

いものとして取り扱いますが、飲

食を伴うがイベント中の発声がな

いことを前提としうる催物につい

て、資料７中「映画館等（飲食を伴

うものの発声がないもの）におけ

る感染防止策」に記載した条件が

すべて担保される場合に限り、イ

ベント中の飲食を伴っても、「大声

での歓声、声援等がないことを前

提としうる場合」として取り扱い

ます。 

32 ページ 【人と人との十分な間隔が確

保できるものとして取り扱う

ことができる野外フェス等の

具体的な条件の追加】 

なお、資料７中「野外フェス等に

おける感染防止策」に示す具体的

な 条件がすべて担保される場

合、入退場や区域内の行動管理が

適切にできるものについては「人

と人との十分な間隔が確保でき

る」ことに該当し、開催可能としま

す。

33 ページ 【初詣における留意事項を追

加】 

・初詣に際しては、特に混雑が予想

される場合があることから、基

本的な感染防止対策（マスク着

用、手指消毒など）の徹底を前提

に、神社の参拝における業種別

ガイドラインに基づく感染防止

対策に、以下のような追加的な

対策を講じていただくことをお

願いします。 

〇混雑防止、適切な対人距離の

確保 

 混雑状況の周知、分散参拝

の呼びかけなど 

 移動時の適切な対人距離

の確保（誘導人員の配置

等） 

〇境内での飲食や食べ歩きは控

えていただき、持ち帰りを推

奨するなどの対応 

〇大声が発生しないよう注意喚

起 

〇利用する駅の分散、混雑状況

の周知・呼びかけによる、参拝

前後の密の発生防止策 
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 〇接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）

の導入促進（参道でのＱＲコ

ードの掲示） 

34 ページ 

 ６)事業者への

お願い等 

【感染リスクが高まる５つの

場面ごとの感染防止対策の実

践を追加】 

・事業者の皆様は、資料 11「感染

リスクが高まる『５つの場面』」

を参考に、それぞれの事業場内で

感染リスクが高まりやすい場所

が具体的にどこにあるのか等を

検討し、業種別ガイドラインに記

載された対策を確実に実践して

いただくようお願いします。 

同上 【第３波への対応の追加】 7) 第３波への対応 

・10 月下旬から再び感染者数が増

え始め、11 月 19 日には、新規陽

性者数が過去最多の 219 人に達

するなど、大変厳しい状況にな

っており、冬季に入り、季節性イ

ンフルエンザの同時流行も懸念

されることから、県内の感染状

況を、同日に「警戒領域」から「厳

重警戒」に引き上げました。 

・県民・事業者の皆様には、第３波

に入ったとの認識を持っていた

だくとともに、以下の感染防止

対策を徹底していただくようお

願いします。 

①基本的な感染防止対策の徹底 

○「感染しない、感染させない」

を徹底して下さい。 

○日頃から、３つの密が発生

する場所を徹底して避ける

とともに、マスクの着用、手

洗い、消毒など、基本的な感

染防止対策を徹底してくだ

さい。 

○特に、飲食を伴う懇親会な

ど、資料 11「感染リスクが高

まる『５つの場面』」では、感

染防止対策の徹底をお願い

します。 

さらに、年末年始は飲酒

や会食の機会が増えること

から、資料 11「感染リスクを

下げながら会食を楽しむ工
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夫」を実践していただくよう

お願いします。 

○大人数での会食や宴会は控

え、カラオケやイベント、ス

ポーツ観戦などでは、大声を

出す行動を控えてください。

○冬季においては、資料１８中

「適切な室内環境を維持する

ポイント」を活用し、適切な温

度・湿度等を保ちつつ、十分な

換気を行って下さい。 

○発熱等の症状が出たときは、

まずは、かかりつけ医等の地域

の医療機関や、保健所に設置さ

れた「受診・相談センター」等

に電話相談の上、県が指定した

「診療・検査医療機関」を受診

してください。 

○接触確認アプリＣＯＣＯＡ

を、県民・事業者の皆様、オー

ル愛知で活用し、検査の受診な

ど保健所の早期サポートにつ

なげて下さい。

②感染拡大予防ガイドライン等

の徹底 

○全ての施設で、業種別の感

染拡大予防ガイドラインや

県の感染防止対策リストを

遵守し、感染防止対策の徹底

をお願いします。 

○事業者は、「安全・安心宣言

施設」ステッカーを掲示し、

利用者に施設の安全性と感

染防止対策への協力を呼び

掛けて下さい。 

○利用者は、ステッカー掲示

施設など安全な施設を利用

し、感染防止対策の徹底に協

力をお願いします。 

③高齢者等への拡大防止 

○重症化しやすい高齢者、基

礎疾患のある方々、妊婦に配

慮し、これらの方々も、感染

リスクの高い施設の利用を
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避けて下さい。 

○特に、高齢者の方が多く利

用する施設等では、高齢者を

守る８つのポイントを遵守

し、感染防止対策の徹底をお

願いします。 

④年末年始における感染防止対

策の徹底 

○年末年始の時期は、人の移

動が集中し、感染リスクが高

まるので、感染症が拡大する

ことのないよう、帰省や旅行

の分散に協力をお願いしま

す。 

事業者におかれても、従業

員の休暇の分散取得に協力

をお願いします。 

○「体調の悪い方」は、帰省や

旅行を控えましょう。また、

帰省先や旅行先で体調が変

化した場合は会食や外出・観

光は控え、感染拡大防止のた

めにその地域の保健医療当

局に協力して下さい。 

○感染が拡大している都市域

への移動に際しては、自覚を

持って適切な行動をお願い

します。 

○クリスマス、大晦日、初日の

出など、多数の人が集まる

「季節の行事」に参加する場

合は、人と人の距離の確保・

マスクの着用・手指衛生・大

声での会話の自粛など、「基

本的な感染防止対策」を徹底

して下さい。 

○公道など、主催者がいない

場所で、不特定多数の人が密

集し、大声等の発生を伴う行

事、パーティー等への参加は

控えて下さい。 

○街頭や飲食店での、大量ま

たは長時間・深夜にわたる飲

酒や、飲酒しての季節の行事
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への参加は、なるべく控えて

下さい。 

家族同士で自宅で過ごす、

オンラインのイベントに参

加するなど、新しい「季節の

行事」の楽しみ方を検討して

いただくなど、工夫をお願い

します。 

参考資料の追加・

変更 

【11/12 付け国事務連絡の別

紙を参考資料として追加・修

正】 

【業種ごとの感染拡大予防ガ

イドライン一覧の更新】 

【『厳重警戒』移行に係る県

民・事業者の皆様へのお願い

の追加】 

資料４に「適切な室内環境を維持

するポイント」を追加 

資料７「イベント開催制限の段階

的緩和の目安」を更新 

資料11に「感染リスクが高まる『５

つの場面』」及び「感染リスクを

下げながら会食を楽しむ工夫」を

追加 

資料９の一覧を 11月 5日更新の内

容に変更 

資料 18「『厳重警戒』第３波に入り

県民・事業者の皆様へのお願い」

の資料追加 


